
助
成
金
情
報
そ
の
２ 

  

民
主
党
の
事
業
仕
分
け
の
影
響
で
し
ょ
う
か
、
雇
用
に
関
連
す
る

助
成
金
も
見
直
し
、
廃
止
、
新
設
等
、
大
き
な
見
直
し
が
数
多
く
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

   

●
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
の
見
直
し 

事
業
所
内
訓
練
（※
１
）の
教
育
訓
練
費
の
支
給
額
を
左
記
の
と

お
り
見
直
し
ま
す
。 

 

［対
象
労
働
者
１
人
１
日
当
た
り
支
給
額
］ 

・４
、
０
０
０
円
→ 

２
、
０
０
０
円
（雇
用
調
整
助
成
金
） 

・６
、
０
０
０
円
→ 

３
、
０
０
０
円
（中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
） 

 

事
業
所
外
訓
練
（※
２
）の
教
育
訓
練
費
の
支
給
額
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
の
支
給
額
で
す
。 

（※
１
）事
業
主
自
ら
実
施
す
る
も
の
で
、
生
産
ラ
イ
ン
な
ど
の
通
常

の
生
産
活
動
と
は
別
に
、
受
講
す
る
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間

の
全
日
ま
た
は
半
日
（３
時
間
以
上
）に
わ
た
り
行
わ
れ
る
も
の
。 

（※
２
）事
業
所
内
訓
練
以
外
の
教
育
訓
練
で
、
１
日
に
３
時
間
以
上

行
わ
れ
る
も
の
（
但
し
、
受
講
日
に
受
講
者
を
働
か
せ
な
い
も

の
）。 

 

＊
実
施
時
期
→
平
成
２
３
年
４
月
１
日
以
降
申
請
分
か
ら 

 

●
中
小
企
業
子
育
て
支
援
助
成
金
の
見
直
し 

中
小
企
業
子
育
て
支
援
助
成
金
は
、
中
小
企
業
に
お
け
る
育
児

休
業
の
取
得
促
進
を
図
る
た
め
、
一
定
の
要
件
を
備
え
た
育
児
休

業
を
実
施
す
る
中
小
企
業
事
業
主
（従
業
員
数
１
０
０
人
以
下
）に

対
し
て
、
初
め
て
育
児
休
業
取
得
者
が
出
た
場
合
に
助
成
金
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。
（※
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
以
前
に
育
児
休 

業
取
得
者
が
出
た
事
業
主
は
支
給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
） 

（１
） 

支
給
対
象 

①
平
成
２
３
年
９
月
３
０
日
ま
で
に
育
児
休
業
を
終
了
し
、 

②
復
職
後
１
年
継
続
勤
務
を
し
た
対
象
育
児
休
業
者
ま
で
が
支 

給
対
象
と
な
る
予
定
で
す
。 

（但
し
、
平
成
２
４
年
度
予
算
に
か
か
る
部
分
は
さ
ら
に
変
更
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
） 

（２
）支
給
単
価
の
変
更 

支
給
要
件
を
満
た
し
た
日
（育
児
休
業
終
了
日
の
翌
日
か
ら
起 

算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
日
）が
平
成
２
３
年
４
月
１
日
以
降
で

あ
る
対
象
育
児
休
業
者
か
ら
適
用
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

 

       

 
 

   
  

●
両
立
支
援
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
助
成
金 

平
成
２
３
年
度
厚
生
労
働
省
予
算
案
に
お
い
て
、
両
立
支
援
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
助
成
金
の
各
コ
ー
ス
は
、
以
下
の
と
お
り
改
正
さ
れ
る
予

定
で
す
。 

 

（
１
）
労
働
者
数
３
０
１
人
以
上
の
事
業
主
は
、
代
替
要
員
確
保
コ

ー
ス
、
休
業
中
能
力
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。 

※
平
成
２
３
年
８
月
３
１
日
ま
で
に
要
件
を
満
た
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
平
成
２
３
年
９
月
１
日
以
降
は
都
道
府
県
労
働
局
雇
用
均

等
室
に
て
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。 

 

（２
）育
児
・介
護
費
用
等
補
助
コ
ー
ス
が
平
成
２
４
年
１
月
の
申
請 

を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
ま
す
。 

 

（３
）助
成
金
の
申
請
先
が
変
わ
り
ま
す 

両
立
支
援
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
助
成
金
の
各
コ
ー
ス
は
、
両
立
支
援
助
成

金
又
は
中
小
企
業
両
立
支
援
助
成
金
と
し
て
再
編
さ
れ
、
申
請
先

が
以
下
の
と
お
り
変
更
さ
れ
ま
す
。 

             
          

赤
井
労
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所 

社
会
保
険
労
務
士 

赤
井
孝
文 
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